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令和７ 年試験

第Ⅰ回短答式試験問題

企　 業　 法

注 意 事 項
1 受験上の注意事項

・ 試験官からの注意事項の聞き漏らし／受験案内や試験室及び受験票その他に記載・ 掲示さ

れた注意事項の未確認等，これらを原因と した試験における不利益は自己責任になり ます。

・ 携帯電話等の通信機器や携行品の取扱いについては， 試験官の指示に従ってく ださい。

・ 試験開始の合図があるまで， 配付物や筆記用具に触れないでく ださい。

・ 問題に関する質問には， 応じません。

2 不正受験や迷惑行為の禁止
・ 不正行為を行った場合／試験官の指示に従わない場合／周囲に迷惑をかける等， 適正な試

験実施に支障を来す行為を行った場合， 直ちに退室を命ずることがあり ます。

3 試験問題
・ 試験開始の合図後， 直ちに頁数（ 全 20 頁）を調べ， 不備等があれば黙って挙手し ， 試験官

に申し出てく ださい。

4 答案用紙
・ 試験開始の合図後， 不備等があれば黙って挙手し， 試験官に申し出てく ださい。

・ 試験開始の合図後， 直ちに①受験番号及び氏名を正しく 記入し， かつ， ②受験番号を正し

く マークしてく ださい。

答案用紙への記載に当たっては，Ｂ 又は ＨＢ の黒鉛筆（ シャープペンシルも可）を使

用してく ださい。

正し く 記載されていない場合には， 採点されないことがあり ます。

・ 解答欄に複数マークしている場合は， その問題は不正解になり ます。

5 試験終了後
・ 試験終了の合図後， 直ちに筆記用具を置き ， 答案用紙は裏返して通路側に置いてく ださ

い。

・ 試験官が答案用紙を集め終わり 指示するまで， 絶対に席を立たないでく ださい。

・ 答案用紙が試験官に回収されずに手元に残っていた場合は， 直ちに挙手し， 試験官に申し

出てく ださい。

試験官に回収されない場合，いかなる理由があっても答案は採点されません。

6 試験問題の持ち帰り
・ 試験終了後， 持ち帰るこ と ができます。

満　 点　 100 点（ 問題 １ ～20 各５ 点）

時　 間　 １ 時間
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問題 1 商業登記に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選

びなさい。 なお， 小商人については考慮しないものと する。（ ５ 点）

ア． 過失によって不実の事項を登記した者は， その事項が不実であるこ と をもって善意の

第三者に対抗するこ と ができない。

イ． 未成年者の後見人が未成年者のために営業を行う と きは， その登記をしなければなら

ない。

ウ． 株式会社は， 基準日を定めたと きは， 当該基準日を登記しなければならない。

エ． 株式会社の取締役の解任の訴えに係る請求を認容する判決が確定したと きは， 当該株

式会社は， 当該株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記をしなければなら

ない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 2 商行為に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選び

なさい。 なお， 商法の規定を変更し， 又は排除する特約はないものと する。（ ５ 点）

ア． 他人から取得する不動産の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的と する

行為は， 絶対的商行為である。

イ． 商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定するに際しては， 質権設定者

は， 質権者に弁済と して質物の所有権を取得させるこ と を約するこ と ができない。

ウ． 商人間において金銭の消費貸借をしたと きは， 貸主は， 法定利息を請求するこ と がで

きる。

エ． 商人間の売買において， 買主が売買の目的物の受領を拒み， かつ， その物に損傷によ

る価格の低落のおそれがある場合には， 売主は， 催告をしないでその物を競売に付する

こ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 3 株式会社の設立（ 会社法第二編「 株式会社」第一章「 設立」の規定による も のに限る 。）に

関する次の記述のう ち， 正しいも のの組合せと して最も 適切な番号を一つ選びなさ い。

（ ５ 点）

ア． 成立後の株式会社が当該株式会社の設立の登記の登録免許税を負担するには， 発起人

は， その額を当該株式会社の定款に記載し， 又は記録するこ と を要しない。

イ． 株式会社の成立後において， 当該株式会社の親会社債権者がその権利を行使するため

必要があると きは， 当該親会社債権者は， 裁判所の許可を得て， 当該株式会社の定めた

費用を支払う こ と により ， 書面をもって作成されている当該株式会社の定款の謄本の交

付の請求をするこ と ができる。

ウ． 募集設立の場合において， 設立時募集株式の引受人は， 現物出資をするこ と ができ

る。

エ． 発起人は， 株式会社の成立後は， 錯誤を理由と して設立時発行株式の引受けの取消し

をするこ と ができない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 4 創立総会に関する 次の記述のう ち， 正し いも のの組合せと し て最も 適切な番号を一

つ選びなさ い。 なお， 設立さ れる株式会社は， 種類株式発行会社ではないも のと する 。

（ ５ 点）

ア． 発起人が会社法所定の時期に創立総会の招集通知を設立時株主に対して発する場合に

おいて， 当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知し

ていると きであっても ， 当該招集通知は， 設立時募集株式の引受けの申込みに際して当

該設立時株主が発起人に交付した書面に記載された当該申込みをする者の住所にあてて

発するこ と で足り る。

イ． 創立総会においてその延期について決議があった場合には， 発起人は， 後日開催され

る創立総会について招集通知を発しなければならない。

ウ． 設立時株主がその有する議決権を統一しないで行使する場合には， 当該設立時株主

は， 会社法所定の期限までに， 発起人に対して， 議決権を統一しないで行使する旨及び

その理由を通知しなければならない。

エ． 創立総会において， 定款に記載し， 又は記録した現物出資に関する事項を変更する定

款の変更の決議をした場合には， 当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主

は， 会社法所定の期間内に限り ， その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り

消すこ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 5 株式に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選びな

さい。（ ５ 点）

ア． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 株式の共有者間において， 当該株式について議決

権を行使する者を定めるに当たっては， 共有者全員の同意を要する。

イ． 種類株式発行会社でない株式会社において， その発行する全部の株式を取得条項付株

式と する定款の変更を行う 場合には， 株主全員の同意を要する。

ウ． 株式会社が， 自己株式の処分によって資金調達を行う 場合には， 引受人による払込み

によっても当該株式会社の資本金の額は増加しない。

エ． 子会社は， 原則と して親会社株式を取得するこ と はできないが， 例外的に取得するこ

と が許された親会社株式については， 株主と して議決権を行使するこ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 6 会計帳簿等閲覧請求権に関する記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号

を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 株式会社の親会社社員は， その権利を行使するため必要があると きは， 請求の理由を

明らかにした上で， 裁判所の許可を得て， 当該株式会社の会計帳簿の閲覧を請求するこ

と ができる。

イ． 公開会社である株式会社においては， 定款の定めにより ， 株主が会計帳簿等閲覧請求

を行う こ と のできる要件を， 会社法が定める要件より も加重するこ と ができる。

ウ． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 株式会社の会計帳簿等の閲覧請求をした株主が当

該株式会社の業務と 実質的に競争関係にある事業を営むものであるこ と を理由と して，

当該閲覧請求につき拒絶事由があると いう ためには， 当該株主が当該株式会社と 競業を

なす者であるなどの客観的事実が認めら れれば足り ， 当該株主に会計帳簿等の閲覧に

よって知り 得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があるこ と を要しない。

エ． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 会計帳簿等の閲覧を請求する株主は， 請求の理由

を具体的に明らかにし， 当該理由を基礎づける事実が客観的に存在するこ と について立

証しなければならない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 7 新株発行の無効の訴えに関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な

番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 公開会社でない株式会社において， 新株予約権の

行使によって行われる株式の発行に瑕疵があると きは， 当該株式会社の株主等は， 会社

法が定める新株発行の無効の訴えによってその無効を主張するこ と ができる。

イ． 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したと きは， 当該判決におい

て無効と さ れた新株発行は， 当該新株発行が効力を生じた日に遡って， その効力を失

う 。

ウ． 新株発行の無効の訴えにおける被告は， 当該新株発行に係る株式の株主である。

エ． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 公開会社である株式会社における募集株式の発行

において， 募集事項の公示をしなければなら ないにも かかわら ずこ れを行わないこ と

は， 当該公示をしないこ と 以外に当該募集株式の発行の差止めの事由がない場合を除

き， 新株発行の無効原因と なる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 8 株式会社の機関に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を

一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 指名委員会等設置会社において多額の借財を行う 決定を執行役に委任するためには，

監査委員会の委員の全員が社外取締役でなければならない。

イ ． 取締役会設置会社でない株式会社（ 大会社を除く 。）は， 監査役を置かないこ と ができ

る。

ウ． 監査等委員会設置会社は， 公開会社でない株式会社であっても ， 会計監査人を置かな

ければならない。

エ． 取締役会設置会社でない株式会社は， 代表取締役を選定するこ と ができない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題 9 株主総会の招集に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を

一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 監査等委員会設置会社における株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集に関する

事項の決定は， 取締役に委任するこ と はできない。

イ． 株主総会の招集通知は， その株主総会において決議をするこ と ができる事項の全部に

つき議決権を行使するこ と ができない株主に対しては， これを発するこ と を要しない。

ウ． 監査役会設置会社は， 定時株主総会の招集に際して， 当該定時株主総会における議決

権に関する基準日を直前の事業年度の末日と 定めなければならない。

エ． 会計監査人を置く 取締役会設置会社の株主総会において， 会計監査人の出席を求める

こ と を株主総会の招集通知に会議の目的と して記載又は記録をしないと きは， 会計監査

人の出席を求める決議を行う こ と ができない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題10 株主総会及び種類株主総会に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適

切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 監査等委員会設置会社の株主が株主総会の決議の取消しの訴えを提起し， 被告である

株式会社が当該株主に相当の担保を立てさ せるこ と を裁判所に申し立てた場合におい

て， 当該株主が当該株式会社の監査等委員であると きは， 裁判所は担保の提供を命ずる

こ と ができる。

イ． 取締役がその任務を怠ったこ と による株式会社に対する損害賠償責任は， 総株主の同

意がある場合には， 株主総会の決議を経るこ と なく ， これを免除するこ と ができる。

ウ． 株主総会の決議による会計監査人の解任は， 定款に別段の定めがない限り ， 議決権を

行使するこ と ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し， 出席した当該株主

の議決権の過半数をもって行う 。

エ． 種類株式発行会社は， ある種類の株式の発行後に定款を変更して， 当該種類の株式の

種類株主に損害を及ぼす合併を行う 場合に当該種類の株式の種類株主を構成員と する種

類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めを設けるこ と はできない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題11 監査等委員会設置会社の取締役の任期に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと

して最も適切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 監査等委員である取締役の任期は， 選任後 2 年以内に終了する事業年度のう ち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までである。

イ． 株式会社において， 監査等委員会を置く 旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした

場合には， 当該株式会社の取締役の任期は， 当該定款の変更を行った事業年度の終了の

時に満了する。

ウ． 監査等委員会設置会社において， その発行する株式の全部の内容と して譲渡による当

該株式の取得について当該監査等委員会設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止

する定款の変更をした場合には， 当該監査等委員会設置会社の取締役の任期は， 当該定

款の変更の効力が生じた時に満了する。

エ． 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と して選任された監査等委員

である取締役の任期は， 定款の定めによって， 退任した監査等委員である取締役の任期

の満了する時までと するこ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題12 指名委員会等設置会社に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な

番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 報酬委員会の委員は， 取締役の中から ， 株主総会の決議によって選任しなければなら

ない。

イ． 報酬委員会の委員の報酬等については， 報酬委員会がその内容を決定するこ と はでき

ない。

ウ． 報酬委員会の委員は， いつでも ， 取締役会の決議によって解職するこ と ができる。

エ． 執行役， 取締役， 会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告

すべき事項を通知したと きは， 当該事項を指名委員会等へ報告するこ と を要しない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題13 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監

査役（ 以下，「 会計限定監査役」と いう 。）に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと

して最も適切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 会計限定監査役は， 計算書類等の監査を行う に当

たり ， 会計帳簿が信頼性を欠く ものであるこ と が明らかでない場合には， 計算書類等に

表示された情報が会計帳簿の内容に合致しているこ と を確認すれば， 常にその任務を尽

く したと いえる。

イ． 会計限定監査役は， いつでも ， 取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対

して会計に関する報告を求めるこ と ができる。

ウ． 会計限定監査役の氏名及び住所は， 登記事項である。

エ． 会計限定監査役は， その職務を行う ため必要があると きは， 株式会社の子会社に対し

て会計に関する報告を求め， 又は株式会社若しく はその子会社の業務及び財産の状況の

調査をするこ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法
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問題14 株式会社が剰余金の配当によ り 株主に対し て交付し た金銭等（ 以下，「 配当財産」と い

う 。）の帳簿価額の総額が， 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を

超えた場合（ 以下， この場合における剰余金の配当を「 違法配当」と いう 。）に関する次の記

述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 違法配当に関する職務を行った業務執行者のう ち， 当該違法配当により 配当財産を交

付した取締役は， その職務を行う について注意を怠ら なかったこ と を証明したと きで

あっても ， 当該配当財産の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に対し支払う 義務を免れ

るこ と ができない。

イ． 取締役会設置会社において取締役会に違法配当の議案を提案した取締役が， 交付され

た金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う 義務は， 分配可能額を限度と し

て， 株主総会の特別決議により 免除するこ と ができる。

ウ． 株式会社の債権者は， 違法配当により 金銭等の交付を受けた株主に対し， その交付さ

れた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を， 当該債権者が当該株式会社に対して有する債

権額の範囲内で， 支払わせるこ と ができる。

エ． 違法配当に関する職務を行った業務執行者が， 違法配当により 株主に交付された金銭

等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払った場合には， 当該違法配当につき善意

の株主は， 当該株主が交付を受けた金銭等について， 当該業務執行者からの求償の請求

に応ずる義務を負わない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ

令和７ 年第Ⅰ回短答式企業法



15 M 4―19

問題15 合同会社に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選

びなさい。 なお， 定款に別段の定めはないものと する。（ ５ 点）

ア． 合同会社の社員と なろう と する者は， 自己に対する信用を出資の目的と するこ と がで

きる。

イ． 合同会社の債権者は， 当該合同会社の営業時間内は， いつでも ， 当該合同会社の計算

書類の閲覧又は謄写の請求をするこ と ができる。

ウ． 合同会社が資本金の額を増加する場合には， 当該合同会社の債権者は， 当該合同会社

に対し， 資本金の額の増加について異議を述べるこ と ができる。

エ． 合同会社の社員の退社に伴う 持分の払戻しをする場合において， 当該社員に対して交

付する金銭等の帳簿価額が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超えると き

は， 当該合同会社の債権者は， 当該合同会社に対し， 持分の払戻しについて異議を述べ

るこ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ
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問題16 社債に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選びな

さい。（ ５ 点）

ア． 社債発行会社は， 社債原簿に関する事務の処理を委託するために， 社債原簿管理人を

定めなければならない。

イ． 弁護士法人は， 社債管理補助者と なる資格を有しない。

ウ． 代表社債権者が社債権者集会の決議を執行すると きには， 当該代表社債権者は， 個別

の社債権者を表示するこ と を要しない。

エ． 社債権者集会においては， その決議によって， いつでも ， 代表社債権者を解任するこ

と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ
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問題17 株式会社間で行われる吸収分割において， 吸収分割承継会社の株主が行う 株式買取請求

に関する次の記述のう ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選びなさい。

（ ５ 点）

ア． 吸収分割会社が吸収分割承継会社の特別支配会社である場合には， 吸収分割承継会社

においては， 特別支配会社以外の株主全員が株式買取請求権を有する。

イ． 最高裁判所の判例の趣旨によれば， 吸収分割により 企業価値が増加しない場合の株式

買取請求に係る「 公正な価格」は， 当該吸収分割の効力発生日において， 当該吸収分割

をするための株主総会決議がなければその株式が有していると 認められる価格をいう 。

ウ． 吸収分割承継会社が株式買取請求に応じて株式を取得した場合には， その取得した日

が属する事業年度に係る定時株主総会で承認された計算書類に欠損が生じたと きであっ

ても ， その取得に関する職務を行った代表取締役は当該欠損の額を支払う 義務を負わな

い。

エ． 吸収分割をするために株主総会の決議を要する場合には， 当該株主総会において議決

権を行使するこ と ができない株主は， 当該株主総会に先立って当該吸収分割に反対する

旨を吸収分割承継会社に通知しなければ株式買取請求をするこ と ができない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ
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問題18 株式会社の組織に関する行為の無効の訴えに関する次の記述のう ち， 正しいものの組合

せと して最も適切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 株式交換の無効は， 株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社が公開会社でない場

合には， 当該株式交換の効力が生じた日から 6 か月以内に， 訴えをも ってのみ主張す

るこ と ができる。

イ． 吸収合併の効力が生じた日において吸収合併消滅会社の株主であった者は， 吸収合併

の無効の訴えを提起するこ と はできない。

ウ． 吸収合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したと きは， 当該吸収合併の

効力が生じた日後に吸収合併後存続する会社が取得した財産は， 当該吸収合併をした会

社の共有に属する。

エ． 新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したと きは， 当該新設合併の

対価と し て消滅会社の株主に交付さ れた株式は， 当該新設合併の効力が発生した日に

遡って無効と なる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ
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問題19 金融商品取引法上の流通市場における開示規制に関する次の記述のう ち， 正しいものの

組合せと して最も適切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 金融商品取引所に上場されている特定上場有価証券の発行者である会社は， 有価証券

報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

イ． 虚偽の記載がある有価証券報告書の提出者が発行者である有価証券につき， 当該提出

者が当該有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対して負担する当該虚偽

の記載により 生じた金融商品取引法上の損害賠償責任については， 賠償責任額の上限が

法定されている。

ウ． 確認書を有価証券報告書と 併せて内閣総理大臣に提出しなければならない会社は， 当

該有価証券報告書の訂正報告書を提出する場合には， 当該訂正報告書の記載内容に係る

確認書を提出するこ と を要しない。

エ． 有価証券報告書を提出しなければならない会社は， 当該会社の財務計算に関する書類

の監査証明を行う 公認会計士又は監査法人の異動が決定された場合， その内容を記載し

た臨時報告書を， 遅滞なく ， 内閣総理大臣に提出しなければならない。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ
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問題20 金融商品取引法上の発行者以外の者によ る株券等の公開買付けに関する次の記述のう

ち， 正しいものの組合せと して最も適切な番号を一つ選びなさい。（ ５ 点）

ア． 公開買付者は， その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は，

当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ， 売付け等の申

込みの勧誘をしてはならない。

イ． 公開買付者は， 買付け等の期間を短縮させる買付条件の変更を行う こ と ができない。

ウ． 公開買付けに係る株券等の発行者は， 内閣総理大臣に提出する意見表明報告書におい

て， 公開買付けに応募するこ と を勧めるか否かを明らかにしなければならない。

エ． 公開買付者は， 公開買付期間中に， 応募株主等による公開買付けに係る契約の解除

があった場合においては， 当該契約の解除に伴う 損害賠償を請求するこ と ができる。

1． アイ 2． アウ 3． アエ 4． イウ 5． イエ 6． ウエ
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